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はじめに 

 

少子高齢化の急速な進展や地球規模で拡大を続ける環境問題、情報通信コミュニケー

ション技術(ICT１)の著しい進歩など、地方自治体を取り巻く環境は大きく変化していま

す。 

一方で限られたマンパワーと財源の中、社会保障、子育て支援、教育、社会資本整備

など多様化する行政課題や市民ニーズへの的確な対応が求められる地方自治体にあっ

ては、自主、自立性の高い、将来を見据えた持続可能な自治体経営が求められることか

ら、これまで以上に財政基盤の強化を図りつつ、時代に則した行政サービスを提供して

いくことが必要となっています。 

平成18年3月の市町合併により誕生した新しい「北見市」においては、持続可能な行

財政運営の確立に向けた取組の基本方針として、第１次「北見市行財政改革大綱（以下、

「大綱」という。推進期間：平成19年度～平成28年度）」及び、大綱を具体的に推進す

るための「北見市行財政改革推進計画（前期：平成19年度～平成22年度、中期：平成23

年度～平成25年度、後期：平成26年度～平成28年度）」をそれぞれ策定し、各種施策・

事業の必要性や優先度などの検証を通じ、選択と集中による効率的・効果的な行財政運

営に取り組んできました。 

また、合併によるスケールメリットとして、環境問題や観光振興など広域的な調整や

実施を必要とする課題に対する総合的な施策展開、施設間の機能連携等による既存施設

の有効活用、管理部門等の組織・人員の効率化や審議会・事務局職員などの効果的・効

率的な配置なども進んでいます。 

しかしながら、北見市における財政の現況は厳しく、歳入では、地方交付税２算定の

合併後10年間の特例期間３を終えたことにより、平成28年度以降５年間にわたって減少

することが見込まれ、また、歳出にあっては、高齢者・障がい者に対する扶助費などの

社会保障関連経費の増嵩や公共施設の更新需要など、今後においても財政需要の拡大が

見込まれています。 

引き続き、北見市総合計画４が掲げる「効果的・効率的な地域経営」確立に取り組ん

でいくことが、将来世代への、そしてオホーツクの中核都市である北見市としての責務

であるとの認識に立ち、第１次大綱が掲げる「改革続行、そして未来の創造」の精神を

忘れることなく、果敢にチャレンジし続ける北見市の確立を目指し、第２次大綱を策定

するものであり、行財政改革の基本となる歳出削減はもとより、既成概念にとらわれな

い自由な発想で新たな財源の発掘に取組み、限られた予算や人員を必要な事業に重点的

かつ効率的に投資していく「戦略的な経営手法」が発揮できる組織と人づくりに注力す

ることとします。 
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１．行財政改革の背景 

 

（１）北見市を取り巻く背景 

平成５年の衆参両院における「地方分権の推進に関する決議」を端緒とした地方分権

改革５の取組が20年余りにわたって展開され、この間、国や都道府県から市町村への権

限移譲や様々な規制緩和など、数多くの具体的な改革が行われてきました。 

しかしながら、国際社会において我が国が果たすべき役割や課題は、あらゆる分野に

おいて拡大しています。国内に目を向けると、東京一極集中の構図は是正が進んでいる

とは言い難く、地方との格差拡大が指摘されています。更には総人口の減少と少子高齢

化が加速する一方で、多様化し増大する行政ニーズに的確に対応してことが求められる

など、地方自治体を取り巻く環境は20年前と比較して今なお厳しい状況になっており、

質の高い公共サービスを引き続き効率的・効果的に提供するためにはより一層の取組が

必要となっています。 

これまでも、地方自治体においては積極的に行財政改革等に取り組み、事務・事業の

見直しや民間委託、給与・旅費等の制度改革、指定管理者制度６の活用等を進めてきま

したが、クラウド７化によるコスト削減など、ICTの積極活用による行政事務・行政サー

ビスの効率化の余地は大きいと考えられています。 

更にはBPR８の手法を活用した業務の標準化を進め、そこで捻出された人的資源を政策

企画分野に集中することが必要です。 

 

（２）北見市の現状 

平成18年3月の北見市・端野町・常呂町・留辺蘂町による合併後の新市の将来方向を

示す基本方針が「新市まちづくり計画（平成17年2月・オホーツク圏北見地域合併協議

会作成）」であり、合併後の財政運営指針を含むものとして策定されました。 

この計画は、「新市まちづくり構想」における新市の将来像、「ひと・まち・自然き

らめく オホーツク中核都市」を実現していくための基本方針を定め、地域の特性を活

かしながら１市３町の一体性の確立と住民福祉の向上、新市の均衡ある発展を目指すも

のです。 

更には、「新市まちづくり計画」の基本的な考え方、施策・事業計画などを踏まえな

がら、様々な社会経済情勢の変化に対応できる地域社会の形成に向け、将来にわたって、

元気で、安心して、希望の持てるまちづくりを進めていくための、まちづくりの最上位

計画として「北見市総合計画」が策定されています。 

財政運営に目を向けると第１次大綱などにより、持続的で安定的な財政運営の確

立を進めており、平成26年度決算においても「地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律」に基づく健全化判断比率の４指標９全てが健全となっています。 

しかしながら、現時点における平成28年度以降の収支状況は、歳入では、一般財

源の大宗をなす市税、地方交付税、地方譲与税１０が、国の行財政改革や経済動向に

左右されることから不透明であり、特に地方交付税については、合併に伴う普通交
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付税１１の算定の特例（合併算定替）期間が平成27年度で終了し、平成28年度から平

成33年度まで、段階的に普通交付税額が縮減されていきます。 

一方、歳出では、総額について抑制を図りつつも、社会保障関係経費などの義務

的経費、公共施設運営管理費の増嵩により、今後も厳しい財政状況が見込まれると

ころです。 

また「北見市人口ビジョン１２（平成27年6月策定）」による2040年（平成52年）にお

ける本市の人口は、現在のおよそ7～8割にまで減少すると推計されており、一定の歯止

めをかけるためには交流促進や子育て支援、生活環境の向上など、あらゆる面からの検

討が必要となっています。 

「北見市中期財政計画１３（平成28年２月策定）」によると、平成29年度から平成33

年度において、毎年およそ４～５億円の収支不足が発生する見通しとなっており、今後

も市民の要請に応えていくためには、歳入規模に見合った財政規模への転換を図る

ことが重要であり、ゼロベースでの事業見直しや大幅な財政コストの圧縮が必要不可

欠となっています。 

  

（３）これまでの行財政改革の取組 

平成18年3月の市町合併により誕生した新しい「北見市」の行財政改革の取組の基本

方針として、当市では平成19年4月に第1次大綱を策定しています。 

策定に際し、市長の諮問事項に対して市民の様々な視点から調査・審議する組織とし

て「北見市行財政改革推進委員会（当時）」を設置し、延べ８回の委員会の後、平成19

年３月に大綱素案への答申をいただきました。 

大綱に位置付けられた６つの基本方針及びそれぞれの具体的取組項目に基づき、その

内容を具体化していくために、大綱の計画期間（平成19年度～平成28年度）に合わせ、

前期（平成19年度～平成22年度）、中期（平成23年度～平成25年度）及び後期（平成26

年度～平成28年度）の推進計画を策定しました。各期において取組の検証を行うととも

に項目の改廃を行い、最終期の後期計画においては70項目の取組を行っており、この間

の全取組による財政効果の累計は218億円余りに上っています。 

なお、大綱及び推進計画の進捗管理については、市長を本部長とし、副市長ほか特別

職、部長等により構成される「行政評価・行財政改革推進本部」を中心として、全庁的

な推進体制のもと不断のPDCAサイクル１４により推進してきました。 

 

２．行財政改革の考え方 

 

従前の行財政改革は、民間委託の推進による行政組織のスリム化や事務事業の効率化

などの「量的な取組」に力点を置き、一定の成果を上げてきました。併せて、政策・行

政サービスや職員意識・組織など質の向上を目指す、いわゆる「質的な取組」を進める

ことにより、分権時代にふさわしい市政改革の実現を支えてきました。 

これまでの「量的な取組」については一定程度進展しており、今後はスリム化・効率
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化については従前と同じような効果を期待することが難しくなってきていることから、

内部・外部の人的資源を一層有効に活用していく「質的な取組」に重点をおく必要があ

ります。 

このため、質的行革を深化させた人的資源の活用や公共サービスの新たな仕組みづく

りなどと併行して、「BPR」による業務の最適化などの手法により、これまでの常識に

とらわれず、抜本的な業務プロセスの見直しに積極的に取組んでいくこととします。 

 

３．行財政改革の基本的な方針 

 

行財政改革の基本的方針を次のように定め、総合的かつ計画的な行財政運営を推進し

ます。 

 

基本的方針１ 市民とともに時代に即した質の高い行政サービスを目指します 

 

【推進の視点】 

① 行政による手法や行財政の制約のもと、地域や社会の多様なニーズの全てに応

えるには限界があります。行政だけが公共の役割を担うのではなく、地域の

様々な主体（市民・企業等）が公共の担い手の当事者としての自覚と責任をも

って活動するなど、「支え合いと活気がある社会」創りに取り組みます。 

② 民間委託等は、地域において多様な主体が公共サービスの提供を担っていくた

めの重要な手法です。また、真に行政として対応しなければならない政策・課

題等に重点的に人材を投入するための手法としても有用であることから、適正

な行政責任の確保を十分考慮し、積極的に民営化、外部委託、PPP１５／PFI１６な

どの取り組みを推進します。 

③ 行政サービスの担い手である職員一人ひとりが政策形成能力など資質の向上

と意識改革に努め、前例や固定観念にとらわれない、柔軟な発想と行動力を持

つことが重要です。改革意識を醸成するための職員研修の充実のほか、職員を

正しく評価する仕組みを活用し、地方分権の担い手に相応しい総合的な「人材」

の育成に取り組みます。 

④ 政策目的に基づき、効果的、効率的に事務事業を迅速に処理し得る、組織体制

の見直しに取り組みます。特に、広大な市域を踏まえた行政運営が求められて

おり、本庁から離れた地域への効率的な行政サービスの提供体制の確立に向け

取り組みます。また、行政運営の簡素化、効率化と住民の視点に立った市民サ

ービスの向上を同時に実現するため、ICTの一層の活用を進めます。 

⑤ 将来における職員構成に配慮しつつ、事務事業及び事務の執行方法の見直しや

民間の活用等により定員数の抑制を図り、総定員数の適正化に向けた取組を進

めます。 

⑥ また、国やほかの地方公共団体の職員の給与などを考慮した給与制度の運用や
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水準の適正化に取り組むとともに、能力及び実績に基づく人事管理の徹底、組

織全体の士気高揚及び公務能率の向上に資することを目的とした人事評価制

度の確立に取り組みます。 

 

基本的方針２ 持続可能な財政基盤を確立します 

 

【推進の視点】 

① 少子高齢化の進展、社会保障関連経費の増嵩や公共施設の更新需要など、北見市

を取り巻く財政環境は、ますます厳しくなるものと予測されます。将来にわたっ

て安定した財政運営を進めるには、自らの財政状況を分析し、早期に財政収支の

均衡を図るなど財政健全化に向けた取り組みを進めます。 

② 行政評価を通じ事務事業についての有効性、効率性を検証し経費の節減に向けた

見直しに取り組みます。 

③ 市民が総合的に財政状況を把握できるよう、これまでの公開方法にとらわれず、

市民にわかりやすい指標を用いた財政資料の作成に取り組むとともに、積極的な

財政情報の公開に取り組みます。 

 

４．行財政改革の具体的取組 

 

（１）市民とともに時代に即した質の高い行政サービスを目指します 

①地方公共団体における行政の担うべき役割の重点化と市民参画の推進 

イ）重要度が低く慣例的に行っている事務事業等のゼロベース査定 

事務事業については、従前の慣例や考え方にとらわれず、ゼロベース

で点検・精査を行うことにより、市民にとっての重要度や得られる効果

が高い事業への重点化を進めます。 

ロ）民間委託等の推進 

簡素で効率的な行政運営を進めていく上では、「民間にできることは民間

に委ねる」ことを基本に、民間委託の導入を図ります。新規事業の実施等に

あたっては、事業の目的をより効果的かつ効率的に達成するという観点から、

まず、民間活用ができないかどうかについての精査を行うこととします。 

ハ）PPP/PFI手法の適切な活用 

公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営等に、民間資金、経営能力及

び技術的能力を幅広く活用するシステムの構築に向け引き続き検討を行い

ます。 

ニ）市民参画と新しい公共の理念に基づく住民自治の推進 

社会情勢の変化とともに、多様化するニーズにきめ細かく対応するために

は、これまで行政がサービスを提供してきた公共の領域について、地域の課

題や資源などを熟知している地域団体のほか、市民、NPO１７、企業などのさ
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まざまな主体が相互に協働することが必要です。地域活動へのビジネス手法

の導入など、地域の雇用創出や地域経済の活性化に取り組みつつ、効果的・

効率的に公共サービスが提供される活力ある地域社会をめざします。 

  

②市民意見の市政への反映 

地方分権の進展に伴い、地方自治体の自己決定権が拡大する中、公正で民

主的な市政を推進するためには、市民と行政が正しい情報を共有し、共通認

識に立つことが必要となります。各種委員会等における公募委員を積極的に

登用するほか、政策形成過程での情報公開やパブリックコメント１８の実施な

ど、より市民の意見を施策に反映する仕組みづくりに引き続き取り組みます。 

   

 ③公正の確保と透明性の向上 

イ）情報公開条例・行政手続条例の適切な運用 

市民の知る権利の尊重と市の市政に関する説明責務の観点から、引き続き

情報公開等の総合的な推進を図ります。 

ロ）外部監査制度の検討など透明性の向上 

監査機能の強化を図るため、従来の監査制度に加え、効率性、経済性の視

点から、第三者として客観的な検証が可能な、外部監査制度などの導入に向

けた検討を進めます。 

ハ）オンブズマン制度１９の充実 

市政に対する苦情を公正かつ中立的な立場から客観的に検証可能なオン

ブズマン制度は、市政の監視機能として重要です。公正で民主的な市政を推

進するため、その制度が十分機能するよう効果的な運用に努めます。 

 

④電子自治体２０の推進 

イ）行政手続のオンライン化などの推進 

市民の利便性向上や行政の効率化等を図るため、オンラインによる行政サ

ービスの提供に取り組むとともに、マイナンバーカード２１を活用したサービ

ス等について研究します。 

ロ）自治体情報システムのクラウド化の拡大等 

複数地方公共団体共同でのクラウド化である「自治体クラウド」について

は、コスト削減、業務負担の軽減、業務の共通化・標準化、セキュリティ水

準の向上及び災害に強い基盤構築の観点から有効な取組であることから、導

入について検討します。 

ハ）BPRの手法や ICTを活用した業務の見直し 

限られた行政資源を効率的・効果的に活用すべく、事務事業全般にわたっ

て、BPRの手法を活用した業務フローの見直しや ICTの活用等を通じた業務

の効率化を図ります。 
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⑤行政ニーズへの迅速かつ的確な対応を可能とする組織体制の構築 

イ）政策目標に基づく効果的、効率的な横断的連携体制の構築 

 政策目的に基づき事務事業を効果的、効率的に処理し得る迅速な意思決定

体制の確立を図るため、横の連携、流動的な人員配置を可能とする柔軟な組

織体制を目指します。 

ロ）行政評価による政策、施策、事務事業の検証に基づく組織体制の構築 

限られた行政資源の中で、複雑多様化する行政課題に的確に対応するため

には、行政運営全般を政策、施策、事務事業評価による検証が不可欠であり、

PDCA サイクルに基づき職員を配置するなど、組織体制の整備に向けた取組

を進めます。 

  

⑥人事評価制度の活用と人材育成の推進 

イ）人事評価制度の活用による公務能率の向上や分権時代を担う人材の育成、

モチベーションアップの促進 

職員の能力や実績に基づく合理的な人事管理を行うこと等を目的とした

制度を導入することにより、職員の士気の維持・向上を目指します。 

また、組織の目標や市民の期待を理解・自覚し、前例や固定観念にとらわ

れず改革に積極的に挑戦するなど、職員の改革意識の醸成に取り組みます。 

ロ）人材育成基本方針の策定 

新しい時代に適合する人材を育成することが重要な課題であり、人材育成

に関する基本方針を策定するとともに、職場風土や仕事の推進プロセスの改

善を行うなど、総合的な人材育成に向けた取組を進めます。 

   

⑦職員定員及び給与の管理 

イ）定員適正化計画の策定 

事務事業の見直しや民間活力等の導入を図ることにより、優先度の高い

政策・課題等に重点的に人材を投入しつつ、住民への行政サービスの低下

を極力招かないよう、適正な職員配置を進めます。 

ロ）給与等の管理 

職員の給与制度及び勤務条件について、社会情勢に適応するよう国や他の

地方公共団体の制度などを参考に調査や検証を行い、適宜見直します。 

 

（２）持続可能な財政基盤を確立します 

 ①経費の節減合理化等財政の健全化 

急速に進む少子高齢化、地方交付税・国庫補助負担金２２の減少・縮減

など、地方自治体を取り巻く環境は、ますます厳しくなるものと予測さ

れます。将来にわたって安定した行財政運営を進めるには、自らの財政
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状況を分析し、中長期的な財政収支見通しに立った、抜本的な歳出削減

や歳入確保策などにより、「歳入に見合った」財政構造への転換を進め

ます。 

   

 ②補助金等の整理合理化 

補助金の公益性は、社会情勢や住民ニーズなどとともに変化していく

ことから、市の財政状況を踏まえた上で、補助事業の必要性、経費負担

のあり方などを不断に検証し、適正な執行に取り組みます。 

   

 ③歳入の確保 

税負担の公平性の観点から、市税や保険料、使用料、手数料などの税

外収入などの確保に当たっては、課税等客体の適正な把握に努めます。 

市税等の滞納は納税者等に不公平感を生じさせ、ひいては納税等の意

欲を減退させることから、徴収と滞納整理等に積極的に取り組みます。 

また、遊休市有地の売却に積極的に取り組むとともに、受益者負担の

原則に則り、施設使用料、手数料等税外収入の見直しに取り組みます。 

このほか、ネーミングライツ２３や新たな広告媒体の検討など、積極的

に自主財源の確保に努めます。 

 

 ④公共工事、入札・契約制度の改革 

  イ）ライフサイクルコスト２４低減に資する工法や資材の選定 

公共工事の実施に当たっては、コストの縮減に向けた取り組みが必要

とされており、計画、設計から施工に至るまでの直接的な事業コスト縮

減とともに、施設の耐久性の向上や省資源、省エネルギー化など、ライ

フサイクルコストを想定した総合的な縮減に向けた取り組みを進めます。

ロ）入札・契約制度の改善検討 

入札・契約制度については、競争性を維持しつつ、より高い工事品質

を確保するとともに、入札参加者の資金調達の円滑化を図るため、適宜

見直し等を行うこととします。 

 

 ⑤公共施設マネジメントの推進 

イ）公共施設の最適配置 

一定程度老朽化し改築を行う必要のある建築物については、市民ニー

ズにマッチした施設機能を市民に提供することを念頭に、他の公共施設

との複合化や多機能化を図りつつ、最適配置を行っていきます。 

ロ）公共施設の予防保全 

改築を予定していない施設については、ライフサイクルコストの縮減

と長寿命化を目的として、適切な維持管理を行っていくための保全の考
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え方などを取り入れていきます。 

   

 ⑥地方公営企業２５の経営健全化 

公営企業（上下水道事業など）が提供しているサービスについて広域化

や共同設置、共同管理などを検討するとともに、民間的経営手法などの

導入を進め、公営企業会計の健全化に取り組みます。 

 

５．行財政改革の進め方 

 

（１）改革の推進期間 

計画期間は、平成29年度から平成38年度までの10年間とします。 

なお、第２次大綱に位置付けられた基本的方針や取組項目に基づき、より具体化した

取組内容の推進計画を策定します。推進計画の期間は、大綱の期間を踏まえ、前期（平

成29年度～平成33年度）と後期（平成34年度～平成38年度）とします。 

 

（２）改革の推進体制 

市長を本部長とする庁内組織「北見市行政評価・行財政改革推進本部」が中心となり、

本庁・総合支所を問わず、全庁的な体制の下、計画策定（Plan）、実施（Do）、検証（Check）、

見直し（Action）のPDCAサイクルに基づく改革に取り組むこととし、北見市行政評価シ

ステムによる事業の効果や効率性等の評価結果を活用するなど、実効性の確保に努めま

す。 

 

（３）公表及び情報公開 

大綱策定の過程や推進計画の進捗状況などについてホームページ等を通じて公表するな

ど、計画の透明性を確保し、行政運営への市民意向の反映を図ることとします。 
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用語解説 

 

１ ICT 

Information and Communication Technologyの略。ITの概念をさらに一歩進め、情報技

術の「IT」に通信コミュニケーションの「Ｃ」を加味した言葉。 

 

２ 地方交付税 

全国どこの市町村に住んでいても一定の水準が保てるよう、国税収入の一部を地方自治

体に交付する税。市町村が独自の判断で使える財源。 

 

３ 普通交付税の算定の特例（合併算定替） 

合併後の市町村に交付すべき普通交付税の額は、合併年度とこれに続く５年度について

は、合併関係市町村がなお合併前の区域をもって存続した場合に算定される額の合計額を

下回らないように算定することとし、その後５年度については、激変緩和期間としている。 

 

４ 北見市総合計画 

平成 18 年 3 月 5 日に北見市、端野町、常呂町、留辺蘂町の 1 市 3 町が合併して誕生した

「新北見市」のまちづくりの指針として平成 21 年 3 月に策定。10 年間の基本的なまちづ

くりの方向を示す「基本構想」と、前・後期、各 5 年間の具体的な施策の展開を示す「基

本計画」で構成されている。 

 

５ 地方分権改革 

地域のことは地域で決めて、住民ニーズに沿った行政サービスを行うことを目的に、必

要な権限や税財源を国から地方へ移す改革をいう。 

 

６ 指定管理者制度 

従前、公施設の管理を外部に委ねる場合、相手先が市の出資法人や公共的団体などに限

定されていたが、議会議決を経て指定された民間事業者を含む幅広い団体（指定管理者）

に委ねることができる制度。 

 

７ クラウド 

従来は手元のコンピュータで管理・利用していたようなソフトウェアやデータなどを、

インターネットなどのネットワークを通じてサービスの形で必要に応じて利用する方式。 

 

８ BPR 

Business Process Re-engineering の略。業務内容やその流れ（業務プロセス）を分

析し最適になるように再設計したうえで、実際に業務内容や組織を変更したり、業務プ

ロセスを再構築したりすること。 
 

９ 財政健全化法における 4つの健全化判断比率 

地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断する

ための財政指標。 

①実質赤字比率：地方公共団体の最も主要な会計である「一般会計」等に生じている赤

字の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの。 

②連結実質赤字比率：上下水道など公営企業を含む「地方公共団体の全会計」に生じて

いる赤字の大きさを、財政規模に対する割合で表したもの。 

③実質公債費比率：地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、

その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの。 

④将来負担比率：地方公共団体の借入金（地方債）など現在抱えている負債の大きさを、

その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの。 
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１０ 地方譲与税 

本来、地方に属すべき財源を、いったん国税として徴収し、これを国が地方自治体に譲

与するもの。主なものとしては、地方揮発油税の全額を道路に関する費用に充てるため、

地方自治体に譲与される「地方揮発油譲与税」などがある。 

 

１１ 普通交付税 

地方交付税の総額における 94%は「普通交付税」として各地方団体の財源不足額に応じ

て配分され、残りの 6%は「特別交付税」として特別の財政需要等を考慮して配分される。 

 

１２ 北見市人口ビジョン 

国の「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」の趣旨に基づき、本市における人口の現

状分析や人口の将来展望等を提示するもの。 

 

１３ 北見市中期財政計画 

計画期間中（５年間）の現行ベースによる財政収支の見通しと課題、今後の対処方策等

の目標を明らかにするもの。 

 

１４ PDCAサイクル 

限りある行財政資源（予算・人員・情報・技術など）をより有効かつ適切に配分してい

くために、職員それぞれがトップの方針等をよく理解し、毎年度目標を定め事業を実施し、

結果について有効性、効率性、影響力等総合的な観点から評価し、見直し改善を図る事務

事業管理の手法。（Plan（計画・予算）－Do（事業実施）－Check（評価）－Action（改善・

改革））を繰り返し実施していくことから PDCA サイクルと呼ばれる。 

 

１５ PPP 

Public Private Partnership の略。従来公共で行われていたサービス分野を民間委託、PFI

（後述）、民営化などの方策を通じて民間に開放し、公共サービスの効率化と質の向上を図

る考え方。 

 

１６ PFI 

Private Finance Initiative の略。公共施設等の設計、 建設、維持管理及び運営等に民間

の資金や経営能力、技術的能力を活用することにより、効率的 かつ効果的に公共サービス

の提供を図る手法。 

 

１７ NPO 

Non-Profit Organization の略。民間非営利組織のことで、非営利活動を行なう非政府、

民間の組織で、通常、民間非営利組織と呼ばれている。株式会社や営利企業とは違い、収

入から費用を差し引いた利益を関係者に分配せず、更なる活動の費用に充てる。自治組織

やボランティア団体とともに、地域における新たなサービスの担い手と考えられる。 

 

１８ パブリックコメント 

市が進める計画等の策定過程において、案の段階で広く市民に公表し、意見を聴取し、

意見に対する市の考え方を公表するとともに、意見を考慮して市の意思決定を行うこと。 

 

１９ オンブズマン制度 

市民から寄せられた市政に関する苦情を調査し、必要な場合は、市に対してサービスの

内容や制度を改善するよう勧告するほか、意見を述べることにより市民の権利利益を擁護

する制度。 

 

２０ 電子自治体 

コンピュータやネットワークなどの情報通信技術を行政のあらゆる分野に活用すること
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により、市民や企業の事務負担の軽減や利便性の向上、行政事務の簡素化・合理化などを

図り、効率的・効果的な自治体を実現しようとすること。 

 

２１ マイナンバーカード 

本人の申請により国から交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身

分証明書のほか、様々な行政サービスが受けられるＩＣカード。平成 28 年 1 月より交付が

開始された。 

 

２２ 国庫補助負担金 

特定の事務事業に対して国から交付される給付金を総称して国庫支出金という。国が地

方公共団体と共同で行う事務に対して一定の負担区分に基づいて義務的に負担する国庫負

担金、国が地方公共団体に対する援助として交付する国庫補助金、国からの委託事務で経

費の全額を負担する国庫委託金の 3 区分がある。 

 

２３ ネーミングライツ 

市と民間団体等との契約により、市の施設等に愛称等を付与させる代わりに、当該団体

からその対価等を得て、施設の運営に充てるなどする方法。 

 

２４ ライフサイクルコスト 

施設の企画・設計から建設、維持、管理、解体、廃棄までの総コスト。 

 

２５ 地方公営企業 

地方公共団体が地域住民の福祉の増進を目的として事業を経営する企業体のことをいう。

水道、下水道、ガス、病院など、地域における社会資本の整備、生活サービスの供給、産

業の振興など地域住民の生活や地域の発展に不可欠なサービスを提供する。 

 


